
画

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

　

新
旧
対
照
条
文

〇

主毎
物
及
び
劇
物
指
定
令

（昭
和
四
十
年
政
令
第
二
号
）

（毒
物
）

第

一
条
　
圭母
物
及
び
劇
物
取
締
法
（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
別
表
第

一
第
二
十
八
号

の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
毒
物
に
指
定
す
る
。

一
　

（略
）

一
の
一
一　
亜
硝
酸
イ
ン
プ

ロ
ビ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

一
の
一一一　
亜
硝
酸
ブ
チ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

一
の
四
　
ア
バ
メ
ク
チ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

ア
バ
オ
勿
引

ン
一
・
八
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。

一
の
五
～

一
の
九

　

（略
）

二
～
十
六

　

（略
）

ｌ
□
掛
封
川
劉
馴
利
ｄ
潮
倒
封
劉
割
司
引
創
剣

十
六
の
三
　
（略
）

十
七
～
二
十
六
の
七
　
（略
）

Ｒ
封
「
引
「
州
封
「
判

封
別
引
瑚
別
判
剰

習
利
ヨ
割
引
創
副

封
倒
倒
封
利
川
利
判
瑚
明
剰

掛
糾
引
留
翻
川
ｕ

ｌ
ｌ

対
剖
引

劃

刻

科

司

¶

利

判

馴

調

判

ヨ

剛

刻

割

劉

州

判

二
十
六
の
九
～
二
十
六
の
十
一
　

（略
）

（毒
物
）

第

一
条
　
圭孝
物
及
び
劇
物
取
締
法

（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
別
表
第

の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
毒
物
に
指
定

す

る
。

一
　

（略
）

一
の
二
～

一
の
六

　

（略
）

二
～
十
六

　

（略
）

十
六
の
二
　

（略
）

十
七
～
二
十
六
の
七

　

（略
）

二
十
六
の
人
～
二
十
六
の
十

　

（略
）

（傍
線

の
部
分
は
改
正
部
分
）

第
二
十
八
号



二
十
七
～
三
十

一
　

（略
）

（劇
物
）

第
二
条
　
法
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
劇
物
に

指
定
す
る
。

た
だ
し
、

毒
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

一
～
二

　

（略
）

ヨ二
０

一一
　

（略
）

四

　

（略
）

∃四
の
三
～
四
の
五

　

（略
）

五
～
九
の
二

　

（略
）

十
　
二
―
イ
ツ
プ

ロ
ピ
ル
ー
四
―
メ
チ
ル
ピ
リ
ミ
ジ
ル
十
六
十
ジ

エ
チ
ル
チ
オ
ホ

ス
フ
ェ
イ
ト

（別
名
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

二
―
イ

ッ
プ

ロ
ピ
ル
ー
四
十
メ
チ
ル
ピ
リ
ミ
ジ
ル
ー
六
―
ジ

エ
チ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
エ
イ

ト
五
％

（
マ
イ
ク

ロ
カ
プ
セ
ル
製
剤
に
あ

つ
て
は
、

二
五
％
）
以
下
を
含
有
す

る
も
の
を
除
く
。

十
の
二
～
三
十

一
の
二

　

（略
）

三
十
二
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次
に
掲

げ
る
も

の
を
除
く
。

●
～
０
　
（略
）

側
　
以
川
コ
判
利
明
「
倒
引
鯛
川
判
―

剣
「
刻

エー

，―掛
刊
「
＝

フー
判
「
組
刊
洲
劇
耐
ＴＩ
＝
「
君

川
引
判
「
ａ
「
判
河
財
冊
判
田
封
剣
斜
期
――
「
刀
刀
引
エー
ノ‐劉
朝
３
劇
ヨ
倒
到
刻
「

引
以
引
測
掛
側
剣
物
財
洲
嗣
判
洲
掛
園
引
刷
ＴＩ
創
馴
剤

二
十
七
～
三
十

一
　

（略
）

（劇
物
）

第
二
条
　
法
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

に
指
定
す
る
。

た
だ
し
、

毒
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

一
～
三

　

（略
）

二
の
一
一

（略
）

四

　

（略
）

次
に
掲
げ
る
も
の
を
劇
物

四
の
二
～
四
の
四

　

（略
）

五
～
九
の
二

　

（略
）

十
　
二
―
イ
ノ
プ

ロ
ピ
ル
ー
四
―
メ
チ
ル
ピ
リ
ミ
ジ
ル
ー
六
―
ジ

エ
テ
ル
チ
オ
ホ

ス
フ
エ
イ
ト

（別
名
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

二
―
イ

ッ
プ

ロ
ピ
ル
ー
四
―
メ
チ
ル
ピ
リ
ミ
ジ
ル
十
六
―
ジ

エ
チ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
エ
イ

ト
三
％

（
マ
イ
ク
ロ
カ
プ
セ
ル
製
剤
に
あ
つ
て
は
、

二
五
％
）
以
下
を
含
有
す

る
も
の
を
除
く
。

十
の
二
～
三
十

一
の
二

　

（略
）

三
十
二
　
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、

次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。

●
～
０
　
（略
）



（略
）

三

・
四

―
ジ

ク

ロ

ロ
ー
ゴ

ー

シ

ア

ノ
ー

二

十

チ

ア

ブ

‐

ル

十

五

十

カ

（略
）

オ

フ
エ
ン
ー
三

（‐
到

団

―
イ
リ
デ

ン
］
―

二

―

（
ニ

ー

メ

チ

ル

フ

エ

ニ

ル

ョ

「

目

Ｈ

川

烈

判

劉

創

剰

創

罰

‐５２
～

‐５６
　
　
（略
）

三
十
三
～
七
十

一
の
五

　

（
略
）

ｌ
ラ
オ
キ
ノ
カ
ン

（別
名
メ
タ
ア
ル
ゴ御
判
劇
掛
鍋
掛
調
掛
劉
引
掛
刻
割
割
＝
赳

だ

し

、

二

・
剛
Ｔ ‐

剰

引

ノｋ
‐

＝

封

御

割

割

劉

制

御

ヽ

上‐

七
十
二
～
百
の
人

　

（略
）

百
の
九
　
Ｓ
Ｉ
メ
チ
ル
Ｉ
Ｎ
Ｉ

［
（メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
）
―
オ
キ
シ
］
―
チ

オ
ア
セ
ト
イ
ミ
デ
ー
ト

（別
名
メ
ト
ミ
ル
）
四
五
％

以
下
を
合
有
す
る
製
剤

百
の
十

　

（略
）

は2)|) | ( 8 8 ) |

S
| ( 1 4 0 1

百
の
十

一

す
る
製
剤

( 8 1 ) |

S
( 1 4 4 ) |

( 8 1 ) |

(801

一
―

（四
十
メ
ト
キ

ン

フ

エ
ニ
ル
）

（略
）

（略
）

（略
）

‐４８
～

‐５２

　

（略
）

二
十
二
～
七
十

一
の
五

　

（略
）

七
十
二
～
百
の
人

　

（略
）

百
の
九
　
Ｓ
Ｉ
メ
チ
ル
Ｉ
Ｎ
Ｉ

［
（
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
）
―
オ
キ
シ
］
―
チ

オ
ア
セ
ト
イ
ミ

ア
ー
ト

（別
名
メ
ト
ミ
と

及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

百
の
十

　

（略
）

( 1 4 5 ) |

;

( 1 4 7 ) |



母|
割

創

刷

劃

剣

∃
れ
を
含
有
す
る
製
剤

剖
測
料
コ
川
～
剖
測
「
刊
利
　
（略
）

百

一
～
百
十
五
　

（略
）

２
　

（略
）

百
の
十

一
～
百
の
十
三

百

一
～
百
十
五

　

（略
）

２

　

（略
）

（略
）




